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�愛媛県告示第５９０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

セブンスター垣生店 松山市東垣生町１０４
番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社セブンスタ
ー

株式会社セブンスタ
ー ほか１者

平成２６年
２月２８日

平成２６年
４月２５日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５９１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年５月９日

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第５９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（基本重力測量）

２ 作業期間 平成２６年５月２０日から

平成２７年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、八幡浜市、東温市、西宇和郡

伊方町
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�愛媛県告示第５９３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタル撮影、写真地図作成）

２ 作業期間 平成２６年５月１日から

平成２６年９月３０日まで

３ 作業地域 新居浜市全域
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�愛媛県告示第５９４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、愛媛県東予地方局長から次のとおり公

共測量が終了した旨の通知があった。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２５年１２月９日から

平成２６年３月２５日まで

３ 作業地域 越智郡上島町岩城及び生名
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�愛媛県告示第５９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第二土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２６年５月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

セブンスター垣生店 松山市東垣生町１０４
番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午後１１時 平成２６年

６月１日
平成２６年
４月２５日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４５分から午
後１０時１５分まで

午前８時４５分から午
後１１時１５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 昌 伸 西条市小松町新屋敷甲２５１３番地

〃 神 野 和 男 西条市小松町新屋敷甲２５５２番地２

〃 瓜 守 慎 吾 西条市小松町新屋敷甲３０１６番地１０

〃 渡 部 一太郎 西条市小松町新屋敷甲２６４０番地１

〃 大 谷 敦 則 西条市小松町新屋敷甲２８３６番地１

〃 神 野 龍 則 西条市小松町新屋敷甲２５４６番地の５

〃 谷 口 佳 史 西条市小松町新屋敷甲３０８９番地１

監 事 渡 部 勝 武 西条市小松町新屋敷甲２７１８番地１

〃 神 野 茂 西条市小松町新屋敷甲２５２２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 昌 伸 西条市小松町新屋敷甲２５１３番地

〃 神 野 和 男 西条市小松町新屋敷甲２５５２番地２

〃 高 橋 篤 西条市小松町新屋敷甲２５３１番地１

〃 真 鍋 達 也 西条市小松町新屋敷甲２６５５番地２

〃 崎 田 秀 夫 西条市小松町新屋敷甲３０３０番地２

〃 大 谷 佳 弘 西条市小松町新屋敷甲２８３６番地２

〃 谷 口 佳 史 西条市小松町新屋敷甲３０８９番地１

監 事 瓜 守 利 夫 西条市小松町新屋敷甲３０１６番地１

〃 竹 村 儲 男 西条市小松町新屋敷甲２６９６番地第１

愛 媛 県 報平成２６年５月９日 第２５６９号

３６４
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�愛媛県告示第５９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市三津屋土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の

届出があった。

平成２６年５月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第５９７号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２６年５月９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎
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�愛媛県告示第６００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が就任した旨の届出があった。

平成２６年５月９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

�愛媛県告示第５９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 頼 木 勇 二 西条市周布３６７番地２ 西条市周布４０２番地１

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

有限会社ノリテック 松山市畑寺町丙６８番地
１

介護職員初
任者研修課
程

平成２６年
４月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 皿ヶ峰公園滑川線
東温市滑川字川東甲１６８９番２から

同字甲１６７９番２まで

旧 ３．６～５．８
４．０～１０．８

０．０８５
０．０９０

新 ４．３～８．２ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 皿ヶ峰公園滑川線
東温市滑川字川東甲１６８９番２から

同字甲１６７９番２まで
平成２６年５月９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 部 浩 一 八幡浜市向灘１７６１番地

〃 山 本 睦 夫 西宇和郡伊方町二見甲８３９番地１

〃 中 川 明 西宇和郡伊方町大浜３８０番地

〃 森 口 信 一 宇和島市吉田町白浦２１０４番地２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町則２０５５番３から

同町則２０５１番３まで

旧 ８．５～１４．５ ０．０８７

新 ２５．４～３６．０ ０．０８７

愛 媛 県 報平成２６年５月９日 第２５６９号

３６５
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�愛媛県告示第６０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 広見吉田線
宇和島市三間町宮野下４８１番地先から

同町宮野下４６５番２まで

旧 ４．６～９．０ ０．１７２

新 ８．０～１５．４ ０．１７２

〃 伊予宮野下停車場務田線
宇和島市三間町宮野下４９６番から

同町宮野下５８３番地先まで

旧 ３．８～５．８ ０．０７７

新 ４．２～３１．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町則２０５５番３から

同町則２０５１番３まで
平成２６年５月９日

〃 広見吉田線
宇和島市三間町宮野下４８１番地先から

同町宮野下４６５番２まで
〃

〃 伊予宮野下停車場務田線
宇和島市三間町宮野下４９６番から

同町宮野下５８３番地先まで
〃

平成２６年５月９日 発行

愛 媛 県 報平成２６年５月９日 第２５６９号

３６６


